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(57)【要約】
【課題】印刷テープのセパレータをテープカセット内で
剥離して搬送しても、ラベル排出口付近に印刷テープが
重なって貼り付くことを防止することが可能となるテー
プ印刷装置を提供する。
【解決手段】ＣＰＵ９１は、カセット収納部８に装着さ
れたテープカセットの種類が、セパレータ５３Ｄが剥離
された粘着剤付き印刷済みテープ２８が作成される剥離
テープカセット２１であると判定した場合には、セパレ
ータ５３Ｄが剥離された所定長さの粘着剤付き印刷済み
テープ２８を１枚だけラベル排出口１７より排出後、テ
ープ印刷を終了する。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テープカセットが着脱可能に装着されるカセット収納部と、前記テープカセットに収納
された長尺状のテープを搬送するためのテープ搬送手段と、前記テープに印刷する印刷手
段と、テープを切断する切断手段と、を備えたテープ印刷装置において、
　前記テープに印刷する印刷データと、当該印刷データがテープに印刷されて作成される
ラベルの作成枚数とを取得する印刷情報取得手段と、
　前記カセット収納部に装着されたテープカセットの種類を検出する種類検出手段と、
　前記種類検出手段を介して検出されたテープカセットの種類は、該テープカセットから
排出される前記テープの一面側に粘着面が形成されていると共に、前記粘着面がセパレー
タで覆われていない状態で排出される剥離テープカセットであるか否かを判定する種類判
定手段と、
　前記カセット収納部に装着されたテープカセットの種類は、前記剥離テープカセットで
あると判定された場合には、前記印刷手段を介して前記印刷データを１回のみ印刷して前
記切断手段による切断位置まで搬送後、テープの搬送を停止して印刷を終了するように制
御する印刷制御手段と、
　を備えたことを特徴とするテープ印刷装置。
【請求項２】
　前記印刷制御手段は、テープの搬送を停止後、前記切断手段を介してテープを切断する
ように制御することを特徴とする請求項１に記載のテープ印刷装置。
【請求項３】
　前記カセット収納部に装着されたテープカセットの種類は、前記剥離テープカセットで
あると判定された場合には、前記作成枚数が１枚より多いか否かを判定する枚数判定手段
と、
　前記作成枚数が１枚より多いと判定された場合には、前記印刷データを１回だけ印刷す
る旨を報知する報知手段と、
　を備えたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のテープ印刷装置。
【請求項４】
　前記印刷制御手段は　前記カセット収納部に装着されたテープカセットの種類は、前記
剥離テープカセットでないと判定された場合には、前記印刷手段を介して前記印刷情報に
含まれる前記印刷データを前記作成枚数分だけ連続印刷すると共に、それぞれ前記切断手
段による切断位置まで搬送して切断するように制御することを特徴とする請求項１乃至請
求項３のいずれかに記載のテープ印刷装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、長尺状のテープを収納したテープカセットが着脱可能に装着されるテープ印
刷装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、長尺状のテープを収納したテープカセットが着脱可能に装着されるテープ印
刷装置に関して種々提案されている。
　例えば、レセプタタイプの印字用テープとインクリボンとが収納されたテープカセット
が着脱可能に装着され、サーマルヘッド等の印字部によってインクリボンに対面する表面
に印刷後、切断機構により切断して排出するテープ印刷装置がある（例えば、特許文献１
参照。）。
【特許文献１】特開平７－６８８１４号公報（段落（０００９）～（００２８）、図２～
図６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　ここで、上述した特許文献１に記載されるテープカセットでは、レセプタタイプの印字
用テープは、裏面側に粘着剤が予め塗布され、この粘着剤にセパレータが貼着されている
ため、排出された印刷テープは、裏面側にセパレータが貼着されており、印刷テープを貼
り付ける際に、このセパレータを剥がすのに手間がかかるという問題がある。
　しかしながら、このような問題を解決するために、印刷テープのセパレータをテープカ
セット内で剥離して搬送した場合には、切断した印刷テープは、粘着面が露出した状態で
搬送されるため、粘着面がテープ印刷装置のラベル排出口付近に貼り付いて、特に、連続
して印刷テープを作成する連続印刷の場合には、テープ印刷装置のラベル排出口付近に印
刷テープが重なって貼り付いてしまい、テープ印刷装置のラベル排出口が塞がれてしまう
という問題がある。
【０００４】
　そこで、本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、印刷テープ
のセパレータをテープカセット内で剥離して搬送しても、ラベル排出口付近に印刷テープ
が重なって貼り付くことを防止することが可能となるテープ印刷装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記目的を達成するため請求項１に係るテープ印刷装置は、テープカセットが着脱可能
に装着されるカセット収納部と、前記テープカセットに収納された長尺状のテープを搬送
するためのテープ搬送手段と、前記テープに印刷する印刷手段と、テープを切断する切断
手段と、を備えたテープ印刷装置において、前記テープに印刷する印刷データと、当該印
刷データがテープに印刷されて作成されるラベルの作成枚数とを取得する印刷情報取得手
段と、前記カセット収納部に装着されたテープカセットの種類を検出する種類検出手段と
、前記種類検出手段を介して検出されたテープカセットの種類は、該テープカセットから
排出される前記テープの一面側に粘着面が形成されていると共に、前記粘着面がセパレー
タで覆われていない状態で排出される剥離テープカセットであるか否かを判定する種類判
定手段と、前記カセット収納部に装着されたテープカセットの種類は、前記剥離テープカ
セットであると判定された場合には、前記印刷手段を介して前記印刷データを１回のみ印
刷して前記切断手段による切断位置まで搬送後、テープの搬送を停止して印刷を終了する
ように制御する印刷制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００６】
  また、請求項２に係るテープ印刷装置は、請求項１に記載のテープ印刷装置において、
前記印刷制御手段は、テープの搬送を停止後、前記切断手段を介してテープを切断するよ
うに制御することを特徴とする。
【０００７】
  また、請求項３に係るテープ印刷装置は、請求項１又は請求項２に記載のテープ印刷装
置において、前記カセット収納部に装着されたテープカセットの種類は、前記剥離テープ
カセットであると判定された場合には、前記作成枚数が１枚より多いか否かを判定する枚
数判定手段と、前記作成枚数が１枚より多いと判定された場合には、前記印刷データを１
回だけ印刷する旨を報知する報知手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
  更に、請求項４に係るテープ印刷装置は、請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のテ
ープ印刷装置において、前記印刷制御手段は　前記カセット収納部に装着されたテープカ
セットの種類は、前記剥離テープカセットでないと判定された場合には、前記印刷手段を
介して前記印刷情報に含まれる前記印刷データを前記作成枚数分だけ連続印刷すると共に
、それぞれ前記切断手段による切断位置まで搬送して切断するように制御することを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００９】
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　請求項１に係るテープ印刷装置では、カセット収納部に装着されたテープカセットの種
類は、該テープカセットから印刷されて排出されるテープの一面側に粘着面が形成される
と共に、粘着面がセパレータで覆われていない状態で排出される剥離テープカセットであ
ると判定された場合には、印刷手段を介して印刷データを１回のみ印刷して切断手段によ
る切断位置まで搬送後、テープの搬送を停止して印刷を終了する。
【００１０】
　これにより、剥離テープカセットをカセット収納部に装着した場合には、印刷データが
テープに印刷されて作成されるラベルの作成枚数を２枚以上に設定しても、１回だけ印刷
して切断位置まで搬送した場合には、テープへの印刷が終了する。このため、印刷された
テープの一面側に形成された粘着面がセパレータで覆われていない状態で剥離テープカセ
ットから排出されても、テープ印刷装置のラベル排出口付近に印刷テープが、複数枚重な
って貼り付くことを防止することが可能となる。また、剥離テープカセットをカセット収
納部に装着した場合には、印刷されたテープのセパレータをテープカセット内で剥離して
排出することが可能となり、印刷データがテープに印刷されて作成されたラベルを商品等
に貼り付ける際に、セパレータを剥がす手間を省くことができる。
【００１１】
　また、請求項２に係るテープ印刷装置では、剥離テープカセットをカセット収納部に装
着した場合には、印刷データが１回だけテープに印刷された後、切断位置まで搬送されて
自動的に切断されるため、印刷データが印刷されると共に、一面側に形成された粘着面が
セパレータで覆われていないラベルを容易に作成することができる。
【００１２】
　また、請求項３に係るテープ印刷装置では、剥離テープカセットをカセット収納部に装
着してラベルの作成枚数を１枚より多く設定した場合には、印刷データを１回だけ印刷す
る旨、つまり、ラベルを１枚だけ作成する旨が報知されるため、ユーザは、再度印刷デー
タを設定して印刷しなければならないことを容易に認識することが可能となる。
【００１３】
　更に、請求項４に係るテープ印刷装置では、剥離テープカセットでない通常テープカセ
ット、つまり、印刷データが印刷されたテープの一面側に形成された粘着面がセパレータ
で覆われた状態で排出される通常テープカセットをカセット収納部に装着した場合には、
ユーザが設定したラベルの作成枚数分だけ連続印刷して、印刷データが印刷された複数枚
のラベルを連続して作成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明に係るテープ印刷装置について具体化した一実施形態に基づき図面を参照
しつつ詳細に説明する。
【００１５】
　先ず、本実施形態に係るテープ印刷装置１の概略構成について図１乃至図３に基づき説
明する。
　図１は本実施形態に係るテープ印刷装置１の平面図である。図２はテープ印刷装置１の
右側面図である。図３はテープ印刷装置１のカセット収納部８に剥離テープカセット２１
を装着する状態を示す要部拡大斜視図である。
【００１６】
　図１乃至図３に示すように、本実施形態に係るテープ印刷装置１には、文書データから
なるテキストを作成するための文字入力キー２、テキスト等の印刷を指示する印刷キー３
、及び、改行指示や各種処理の実行、選択を指示するリターンキー４、文字等のキャラク
タを複数行に渡って表示する液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）７上でカーソルを上下、左右に
移動させるカーソルキー５等を設けたキーボード６、及び、剥離テープカセット２１や後
述の通常テープカセット８１(図８参照)を収納するカセット収納部８が収納カバー１３で
覆われて配設されている。
【００１７】
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　また、このキーボード６の下側には、制御回路部９０（図１１参照）が構成される制御
基板１２が配設されている。また、カセット収納部８の左側面部には、印刷されて後述の
ようにセパレータが剥離された印刷済みテープや、セパレータが貼着されている印刷済み
テープが排出されるラベル排出口１７が形成されている。また、該カセット収納部８の右
側面部には、電源アダプタが取り付けられるアダプタ挿入口１８、及び不図示のパーソナ
ルコンピュータと接続するためのＵＳＢケーブルが取り付けられるＵＳＢコネクタ１９が
設けられている。
【００１８】
　また、このカセット収納部８には、サーマルヘッド９と、このサーマルヘッド９に対向
するプラテンローラ１０と、このプラテンローラ１０の下流側のテープサブローラ１１と
、このテープサブローラ１１に対向する金属製のテープ駆動ローラ軸１４と、剥離テープ
カセット２１内に収納されるインクリボン５２（図４参照）を送るリボン巻取軸１５が配
置されている他に、更に後述のように両面粘着テープ５３（図４参照）から剥離されたセ
パレータ５３Ｄ（図４参照）を巻き取るセパレータ巻取軸１６等が配置されている。
【００１９】
　このサーマルヘッド９は、正面視略縦長四角形の平板状で、前面の左端縁部には、所定
個数の各発熱素子Ｒ1～Ｒn（ｎは、例えば、１２８個又は２５６個である。）が、該左端
縁部の辺に沿って一列に配列されて形成されている。また、該サーマルヘッド９は、メッ
キ鋼板やステンレス鋼板等により形成される正面視略四角形の放熱板９Ａの前面の左端縁
部に、各発熱素子Ｒ1～Ｒnの配列方向が、該放熱板９Ａの左端縁部の辺に平行になるよう
に接着剤などによって固着されている。そして、該放熱板９Ａは、各発熱素子Ｒ1～Ｒnの
配列方向が、剥離テープカセット２１の開口部２２におけるフィルムテープ５１（図４参
照）の搬送方向に略直交するように、ビス止め等によってカセット収納部８の下側に取り
付けられている。
【００２０】
　また、リボン巻取軸１５は、ステッピングモータ等により構成されるテープ送りモータ
１０３（図１１参照）から適宜の駆動機構を介して回転駆動され、後述のように剥離テー
プカセット２１内に回転可能に設けられたリボン巻き取りスプール６１（図４参照）内に
嵌入されて回転駆動する。また、テープ駆動ローラ軸１４は、テープ送りモータ１０３か
ら適宜の伝達機構を介して回転駆動され、後述のように剥離テープカセット２１内に回転
可能に設けられた導電性樹脂製のテープ送りローラ６３（図４参照）内に嵌入されて回転
駆動する。また、セパレータ巻取軸１６は、テープ送りモータ１０３から適宜の伝達機構
を介して回転駆動され、後述のように剥離テープカセット２１内に回転可能に設けられた
セパレータ巻き取りスプール６２（図４参照）内に嵌入されて回転駆動する。
【００２１】
　尚、セパレータ巻取軸１６をテープ送りモータ１０３とは別個に設けられたステッピン
グモータ等により構成される不図示のセパレータ巻取モータから適宜の駆動機構を介して
回転駆動するように構成してもよい。これにより、インクリボン５２とセパレータ５３Ｄ
の伸び率等が大きく異なっても、テープ送りモータ１０３とセパレータ巻取モータとを同
期して駆動することにより、該セパレータ５３Ｄを安定して巻き取ることが可能となる。
【００２２】
　また、図３に示すように、剥離テープカセット２１のテープ排出口２７（図４参照）及
び通常テープカセット８１のテープ排出口８３（図８参照）の近傍には、印刷済みテープ
を所定の長さに切断する切断装置としてのはさみ式カッタユニット３０が配置されている
。このカッタユニット３０は、固定刃３０Ａと、切断用モータ１０５によって固定刃３０
Ａに対して作動して印刷済みテープを切断する可動刃３０Ｂとから構成されている。
【００２３】
　また、カセット収納部８の底面部には、２つの位置決めピン４５、４６が、同一高さ寸
法に立設されている。そして、剥離テープカセット２１や通常テープカセット８１をカセ
ット収納部８に装着した際には、剥離テープカセット２１及び通常テープカセット８１は
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、各位置決めピン４５、４６によってカセット収納部８内で適正に位置決めがされる。
【００２４】
　次に、セパレータ５３Ｄが剥離された粘着剤付き印刷済みテープ２８が作成される剥離
テープカセット２１の概略構成について図３乃至図７に基づいて説明する。図４はテープ
印刷装置１のカセット収納部８に剥離テープカセット２１を装着した状態で剥離テープカ
セット２１の上ケース２３を取り外した場合の要部拡大平面図である。図５は図４のテー
プ排出口２７の周囲を拡大した要部拡大図である。図６は図５のテープ排出口２７のＸ１
矢視図である。図７は両面粘着テープ５３をフィルムテープ５１へ圧着後、セパレータ５
３Ｄが剥離される状態を模式的に示す図である。
【００２５】
　図３及び図４に示すように、剥離テープカセット２１は、上ケース２３と下ケース２４
とを有する。この剥離テープカセット２１には、被印刷テープとしての透明なフィルムテ
ープ５１を巻回したテープスプール５４を回転可能に支持する支持孔４１が形成されてい
る。また、この剥離テープカセット２１には、両面粘着テープ５３の剥離紙やフィルム等
から形成されるセパレータ５３Ｄ（図７参照）を外側に向けて巻回した両面粘着スプール
５６を回転可能に支持する支持孔４２が形成されている。
【００２６】
　また、この剥離テープカセット２１には、テープスプール５４と両面粘着スプール５６
との間の開口部２２側に配設されたリボン巻き取りスプール６１を回転可能に支持する支
持孔４３が形成されている。このリボン巻き取りスプール６１は、サーマルヘッド９によ
りフィルムテープ５１上に文字等を印刷する際にリボンスプール５５からインクリボン５
２を引き出すとともに、巻き取る。
【００２７】
　また、この剥離テープカセット２１には、テープスプール５４と両面粘着スプール５６
との間の開口部２２に対向する下ケース２４の側壁部２４Ａ側に配設されたセパレータ巻
き取りスプール６２を回転可能に支持する支持孔４４が形成されている。このセパレータ
巻き取りスプール６２は、テープ送りローラ６３の外周面に沿って両面粘着テープ５３か
ら剥離されたセパレータ５３Ｄを巻き取る。また、下ケース２４の側壁部２４Ａのセパレ
ータ巻き取りスプール６２に対向する部分は平面視略円弧状に突出するように形成されて
いる。
【００２８】
　また、この剥離テープカセット２１には、テープ送りローラ６３のテープ搬送方向下流
側、つまり、テープ排出口２７側に離間して配置された接触コロ６５を回転可能に支持す
る支持孔４８が形成されている。
　図５及び図６に示すように、この接触コロ６５の外周面は、該外周面に軸方向断面Ｖ字
形の溝部６５Ａが軸方向に連続して形成されると共に、両端面外周部が軸方向内側に斜め
に面取りされて、軸方向に平行な複数の断面略三角形の凸状形状に形成されている。
【００２９】
　また、接触コロ６５は、両端面中心位置に支持孔４８に回転可能に嵌入される各支持軸
６５Ｂが立設されると共に、外周面にシリコーン樹脂皮膜が形成されている。そして、こ
の接触コロ６５は、セパレータ５３Ｄが剥離された印刷済みテープ２８の粘着層５３Ｃ（
図７参照）に接触して、該印刷済みテープ２８をテープ排出口２７からテープ搬送方向下
流側へ案内する。
【００３０】
　また、接触コロ６５は、テープ送りローラ６３に対向する側壁部２４Ｂよりもテープ搬
送方向外側に突出して、固定刃３０Ａに対向すると共に該固定刃３０Ａに近接するように
設けられている。
　また、接触コロ６５に対して印刷済みテープ２８を挟んで対向する案内壁３３は、この
接触コロ６５よりもテープ搬送方向下流側へ延出されて、印刷済みテープ２８を固定刃３
０Ａの近傍位置まで案内可能となるように設けられている。
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【００３１】
　また、この剥離テープカセット２１には、両面粘着スプール５６に巻回された両面粘着
テープ５３の最大径時の外周面と下ケース２４の各側壁部２４Ａ、２４Ｃとの間に、この
両面粘着テープ５３の引出口から下ケース２４の側壁部２４Ａに対向する部分までを覆う
平面視略半円形状の案内リブ３５が底面部に立設されている。また、案内リブ３５の下ケ
ース２４の各側壁部２４Ａ、２４Ｃに対向する部分には、テープ幅方向に沿って所定高さ
（例えば、高さ約１ｍｍである。）突出する各凸状部３５Ａ、３５Ｂが全幅に渡って形成
されている。
【００３２】
　また、両面粘着スプール５６に巻回された両面粘着テープ５３に対向する下ケース２４
の隅部と案内リブ３５との間には、略円柱形状のガイドピン３６が立設されている。また
、上ケース２３のガイドピン３６に対向する部分には、このガイドピン３６の端縁部が嵌
入されて支持する支持孔４９が形成されている。また、テープ送りローラ６３のテープサ
ブローラ１１に対して反対側には、セパレータ５３Ｄとの接触面を平面視円弧状に形成さ
れたセパレータ案内壁３７が、側壁部２４Ｃから該テープ送りローラ６３と所定隙間を形
成して内側方向に突出している。
【００３３】
　尚、図３中には、上ケース２３に形成された各支持孔４１、４２、４３、４４、４８の
みしか図示されていないが、下ケース２４についても同様に上ケース２３の各支持孔４１
、４２、４３、４４、４８に対向して各支持孔４１、４２、４３、４４、４８が形成され
ている。
【００３４】
　また、図４に示すように、剥離テープカセット２１内には、透明テープ等からなる被印
刷テープであるフィルムテープ５１、このフィルムテープ５１に印刷を施すためのインク
リボン５２、更には、印刷がなされたフィルムテープ５１に裏貼りされる両面粘着テープ
５３を各々、テープスプール５４、リボンスプール５５、両面粘着スプール５６に巻回し
て、下ケース２４の底面に立設されるカセットボス５８、リールボス５９、カセットボス
６０に回転可能に嵌挿して収納したものであり、更に、使用済みのインクリボン５２を巻
き取るリボン巻き取りスプール６１、及び両面粘着テープ５３から剥離されたセパレータ
５３Ｄを巻き取るセパレータ巻き取りスプール６２を備えている。
【００３５】
　尚、図４に示すように、リボン巻き取りスプール６１の下部にはクラッチバネ６４が取
り付けられている。このクラッチバネ６４はリボン巻き取りスプール６１が逆転して巻き
取ったインクリボン５２が緩んでしまうことを防止するものである。また、セパレータ巻
き取りスプール６２の下部にはクラッチバネ６６が取り付けられている。このクラッチバ
ネ６６はセパレータ巻き取りスプール６２が逆転して巻き取ったセパレータ５３Ｄが緩ん
でしまうことを防止するものである。
【００３６】
　また、図４に示すように、リボンスプール５５に巻回され、このリボンスプール５５か
ら引き出された未使用インクリボン５２は、フィルムテープ５１と重ね合わされ、フィル
ムテープ５１と共に開口部２２に入り、サーマルヘッド９及びプラテンローラ１０の間を
通過する。その後、インクリボン５２は、フィルムテープ５１から引き離され、リボン巻
取軸１５により回転駆動されるリボン巻き取りスプール６１に至り、このリボン巻き取り
スプール６１により巻き取られる。
【００３７】
　また、図７に示すように、セパレータ５３Ｄを外側にして両面粘着スプール５６に巻回
された両面粘着テープ５３は、４層構造に構成されている。この両面粘着テープ５３の各
層は、図７中下側から上側方向へ向かって、フィルムテープ５１を接着するための粘着層
５３Ａ、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート）等から成る色付きのベースフィルム５３
Ｂ、商品等の貼り付け対象に貼り付けるための粘着層５３Ｃ、この粘着層５３Ｃの貼り付
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け側を覆うセパレータ５３Ｄの順序で積層されて構成されている。
【００３８】
　そして、図４乃至図７に示すように、両面粘着スプール５６から引き出された両面粘着
テープ５３は、テープ駆動ローラ軸１４によって回転駆動されるテープ送りローラ６３と
テープサブローラ１１との間を通過し、セパレータ５３Ｄが重ね合わされない側の粘着層
５３Ａがフィルムテープ５１の印刷面に圧着される。
【００３９】
　その後、セパレータ５３Ｄは、フィルムテープ５１に圧着された両面粘着テープ５３か
ら剥離され、テープ送りローラ６３の外周面に沿って両面粘着スプール５６側に、つまり
、引き出し側方向（図４中、上側方向である。）へ案内される。続いて、セパレータ５３
Ｄは、セパレータ案内壁３７の壁面に沿って案内リブ３５の外側方向に案内されて、凸状
部３５Ａ、ガイドピン３６及び凸状部３５Ｂの外周面に順次沿って、巻回された両面粘着
テープ５３の外側周縁を通って略直角内側方向へ案内されてセパレータ巻き取りスプール
６２に至る。
【００４０】
　そして、セパレータ５３Ｄの先端部は、このセパレータ巻き取りスプール６２の外周面
に接着テープ等によって固着され、セパレータ巻取軸１６により回転駆動される該セパレ
ータ巻き取りスプール６２に巻き取られる。尚、セパレータ巻取軸１６は、テープ駆動ロ
ーラ軸１４及びリボン巻取軸１５と同期して回転駆動される。
【００４１】
　また、フィルムテープ５１は、テープ駆動ローラ軸１４によって回転駆動されるテープ
送りローラ６３とテープサブローラ１１との間を通過後、印刷面に粘着層５３Ａ、ベース
フィルム５３Ｂ及び粘着層５３Ｃが積層された状態で接触コロ６５に至る。そして、印刷
面に粘着層５３Ａ、ベースフィルム５３Ｂ及び粘着層５３Ｃが積層されたフィルムテープ
５１は、つまり、セパレータ５３Ｄが剥離された粘着剤付き印刷済みテープ２８は、粘着
層５３Ｃに接触する接触コロ６５と、該接触コロ６５に対して印刷済みテープ２８を挟ん
で対向する案内壁３３とによって案内されて、テープ排出口２７から剥離テープカセット
２１の外部に送り出される。そして、セパレータ５３Ｄが剥離された粘着剤付き印刷済み
テープ２８は、カッタユニット３０を経てテープ印刷装置１のラベル排出口１７より外部
に送り出される。
【００４２】
　そして、印刷済みテープ２８を所定長さ搬送後、切断用モータ１０５を駆動して可動刃
３０Ｂを作動させることによって、セパレータ５３Ｄが剥離された所定長さの粘着剤付き
印刷済みテープ２８がラベル排出口１７より排出される。
【００４３】
　ところで、図４に示すように、下ケース２４のフィルムテープ５１が巻回されるテープ
スプール５４に対向する角部には、テープカセットの種類（例えば、セパレータ５３Ｄが
剥離された粘着剤付き印刷済みテープ２８が作成される剥離テープカセット２１、セパレ
ータ５３Ｄが貼着された粘着剤付き印刷済みテープ８５が作成される通常テープカセット
８１等である。）、テープ幅（例えば、６ｍｍ、９ｍｍ、１２ｍｍ、１８ｍｍ、２４ｍｍ
とする５種類等である）、テープの材質等を判別するための７個の各カセット判別孔２５
Ａ～２５Ｇが略Ｌ字状に設けられている。
【００４４】
　但し、７個の各カセット判別孔２５Ａ～２５Ｇのうちの所定箇所が、テープカセットの
種類やテープ幅等に対応して貫通している。例えば、図４中、剥離テープカセット２１で
は、７個の各カセット判別孔２５Ａ～２５Ｇのうちの各カセット判別孔２５Ａ～２５Ｃ、
２５Ｅ～２５Ｇが貫通して形成され、カセット判別孔２５Ｄは形成されていない。
【００４５】
　また、カセット収納部８の各カセット判別孔２５Ａ～２５Ｇに対向する底面部には、プ
ッシュ式のマイクロスイッチ等から構成されて、この各カセット判別孔２５Ａ～２５Ｇの
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有・無を判別するための７個の各カセットセンサＰ１～Ｐ７（図１１参照）が略Ｌ字状に
設けられている。
【００４６】
　この各カセットセンサＰ１～Ｐ７は、プランジャーとマイクロスイッチ等から構成され
る公知の機械式スイッチからなり、該各プランジャーの上端部は、各カセット判別孔２５
Ａ～２５Ｇを貫通して突き出るように設けられている。そして、各カセットセンサＰ１～
Ｐ７に対して各カセット判別孔２５Ａ～２５Ｇが有るか否かを検出して、そのオン・オフ
信号によりカセット収納部８に装着されたテープカセットの種類、テープ幅、テープの材
質等を検出するものである。
【００４７】
　尚、本実施形態の場合は、各カセットセンサＰ１～Ｐ７は、そのプランジャーが常には
、各カセット判別孔２５Ａ～２５Ｇから突き出るように設けられており、マイクロスイッ
チがオフ状態になっている。そして、各カセット判別孔２５Ａ～２５Ｇが、各カセットセ
ンサＰ１～Ｐ７に対向する位置に有る場合には、プランジャーが押下されずマイクロスイ
ッチがオフ状態にあるので、オフ信号が出力される。
【００４８】
　一方、各カセット判別孔２５Ａ～２５Ｇが、各カセットセンサＰ１～Ｐ７に対向する位
置に無い場合には、プランジャーが押下されてマイクロスイッチがオン状態になるので、
オン信号が出力される。従って、各カセットセンサＰ１～Ｐ７によって７ビットの「０」
、「１」信号が出力され、各カセットセンサＰ１～Ｐ７が全てオフ状態の場合、即ち、テ
ープカセットが装着されていない場合には、７ビットの「０００００００」の信号が出力
される。
【００４９】
　これにより、各カセット判別孔２５Ａ～２５Ｇは、７個のうちの最大６個形成されるた
め、各カセット判別孔２５Ａ～２５Ｇ毎の有・無を「１」と「０」に対応させることによ
り、カセット収納部８に装着されたテープカセットの種類、テープ幅、材質等を「０００
０００１」～「１１１１１１１」の７ビットの符号によって検出することができる。例え
ば、剥離テープカセット２１がカセット収納部８に装着されたことを、「０００１０００
」の７ビットの符号によって検出することができる。
【００５０】
　次に、セパレータ５３Ｄが貼着された粘着剤付き印刷済みテープ８５が作成される通常
テープカセット８１の概略構成について図８乃至図１０に基づいて説明する。
　図８はテープ印刷装置１のカセット収納部８に通常テープカセット８１を装着した状態
で通常テープカセット８１の上ケース２３を取り外した場合の要部拡大平面図である。図
９は図８のテープ排出口８３の周囲を拡大した要部拡大図である。図１０は図９のテープ
排出口８３のＸ２矢視図である。尚、通常テープカセット８１に係る以下の説明及び図８
乃至図１０において、上記図３乃至図７に示される剥離テープカセット２１の構成と同一
符号は、該剥離テープカセット２１の構成等と同一あるいは相当部分を示すものである。
【００５１】
　図８乃至図１０に示すように、通常テープカセット８１の概略構成は、剥離テープカセ
ット２１とほぼ同じ構成である。
　但し、図８乃至図１０に示すように、通常テープカセット８１には、セパレータ巻き取
りスプール６２が設けられていない。このため、セパレータ巻取軸１６は、支持孔４４に
挿通されている。また、支持孔４４に対向する側壁部２４Ａは、外側方向に突出していな
い。また、接触コロ６５が設けられておらず、テープ排出口２７に替えて、テープ排出口
８３が形成されている。
【００５２】
　また、セパレータ５３Ｄが貼着された印刷済みテープ８５が排出されるテープ排出口８
３は、正面視スリット状でテープ搬送方向に所定幅（例えば、幅約３ｍｍである。）に形
成されている。このテープ排出口８３は、印刷済みテープ８５のセパレータ５３Ｄに対向
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する案内壁８３Ａと、該案内壁８３Ａに対して印刷済みテープ８５を挟んで該印刷済みテ
ープ８５のフィルムテープ５１の外側面に接触して該印刷済みテープ８５をテープ搬送方
向下流側へ案内する案内壁８３Ｂが所定距離（例えば、距離約１ｍｍである。）離間して
設けられている。また、各案内壁８３Ａ、８３Ｂは、テープ送りローラ６３とテープサブ
ローラ１１との共通接線を挟んで対向するように設けられている。
【００５３】
　また、各案内壁８３Ａ、８３Ｂのテープ搬送方向下流側の端縁部は、テープ送りローラ
６３に対向する側壁部２４Ｂよりもテープ搬送方向下流側方向に延出されて、固定刃３０
Ａに対向すると共に該固定刃３０Ａに近接するように設けられている。これにより、各案
内壁８３Ａ、８３Ｂは、印刷済みテープ８５を固定刃３０Ａの近傍位置まで案内可能とな
るように設けられている。
【００５４】
　そして、図８乃至図１０に示されるように、両面粘着スプール５６から引き出された両
面粘着テープ５３は、テープ駆動ローラ軸１４によって回転駆動されるテープ送りローラ
６３とテープサブローラ１１との間を通過し、セパレータ５３Ｄが重ね合わされない側の
粘着層５３Ａがフィルムテープ５１の印刷面に圧着される。
【００５５】
　続いて、印刷面に両面粘着テープ５３が圧着されたフィルムテープ５１は、セパレータ
５３Ｄが貼着された粘着剤付き印刷済みテープ８５の状態で、テープ排出口８３から通常
テープカセット８１の外部に送り出される。そして、セパレータ５３Ｄが貼着された粘着
剤付き印刷済みテープ８５は、カッタユニット３０を経てテープ印刷装置１のラベル排出
口１７より外部に送り出される。
【００５６】
　その後、印刷済みテープ８５を所定長さ搬送後、切断用モータ１０５を駆動して可動刃
３０Ｂを作動させることによって、セパレータ５３Ｄが貼着された所定長さの粘着剤付き
印刷済みテープ８５がラベル排出口１７より排出される。
【００５７】
　また、図８に示すように、通常テープカセット８１では、下ケース２４のフィルムテー
プ５１が巻回されるテープスプール５４に対向する角部には、７個の各カセット判別孔２
５Ａ～２５Ｇのうちの各カセット判別孔２５Ａ、２５Ｂ、２５Ｆ、２５Ｇが貫通して形成
され、各カセット判別孔２５Ｃ～２５Ｅは形成されていない。このため、通常テープカセ
ット８１がカセット収納部８に装着されたことを、各カセットセンサＰ１～Ｐ７から出力
される「００１１１００」の７ビットの符号によって検出することができる。
【００５８】
　次に、テープ印刷装置１の回路構成について図１１に基づき説明する。図１１はテープ
印刷装置１の要部の回路構成を示す回路ブロック図である。
　図１１に示すように、テープ印刷装置１の制御基板１２上に形成される制御回路部９０
は、ＣＰＵ９１、ＣＧ（キャラクタジェネレータ）ＲＯＭ９２、ＲＯＭ９３、フラッシュ
メモリ９４、ＲＡＭ９５、入出力インターフェース（Ｉ／Ｆ）９６、及び通信用インター
フェース（Ｉ／Ｆ）９７等を備えている。また、ＣＰＵ９１、ＣＧＲＯＭ９２、ＲＯＭ９
３、フラッシュメモリ９４、ＲＡＭ９５、入出力インターフェース（Ｉ／Ｆ）９６、及び
通信用インターフェース（Ｉ／Ｆ）９７は、バス線９８により相互に接続されて、相互に
データのやり取りが行われる。
【００５９】
　ここに、ＣＧＲＯＭ９２には各キャラクタに対応するドットパターンデータが記憶され
ており、ドットパターンデータがＣＧＲＯＭ９２から読み出され、そのドットパターンデ
ータに基づいて液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）７上にドットパターンが表示される。
　また、ＲＯＭ９３には、各種のプログラムを記憶させておくものであり、後述のように
テープカセットの種類に対応して印刷テープの印刷枚数を制御する印刷制御処理プログラ
ム（図１２参照）等のテープ印刷装置１の制御上必要な各種のプログラムが記憶されてい
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る。
【００６０】
　そして、ＣＰＵ９１はかかるＲＯＭ９３に記憶されている各種のプログラムに基づいて
各種の演算を行なうものである。また、ＲＯＭ９３には、多数の文字等のキャラクタのそ
れぞれについて、各キャラクタの輪郭線を規定する輪郭線データ（アウトラインデータ）
が各書体（ゴシック系書体、明朝体系書体等）毎に分類されてコードデータに対応して記
憶されている。このアウトラインデータに基づいてドットパターンデータが印刷バッファ
９５Ｂ上に展開される。
【００６１】
　また、フラッシュメモリ９４は、外部のコンピュータ装置から受信した複数サイズの外
字データのドットパターンデータや各種図柄データのドットパターンデータ等に登録番号
を付して記憶させておくものであり、テープ印刷装置１の電源をオフしても記憶内容を保
持している。
【００６２】
　また、ＲＡＭ９５は、ＣＰＵ９１により演算された各種の演算結果を一時的に記憶させ
ておくためのものである。また、サーマルヘッド９を介してフィルムテープ５１に印刷す
る際に印刷データが一時記憶される。更に、ＲＡＭ９５には、テキストメモリ９５Ａ、印
刷バッファ９５Ｂ等の各種のメモリが設けられている。
【００６３】
　このテキストメモリ９５Ａには、キーボード６から入力された文書データや外字データ
等の印刷データとしての編集テキストが格納される。また、印刷バッファ９５Ｂには、複
数の文字や記号等のドットパターンや各ドットの形成エネルギ量である印加パルス数等が
印刷用ドットパターンデータとして格納され、サーマルヘッド９はかかる印刷バッファ９
５Ｂに記憶されている印刷用ドットパターンデータに従ってドット印字を行う。
【００６４】
　また、入出力Ｉ／Ｆ９６には、キーボード６、各カセットセンサＰ１～Ｐ７と、液晶デ
ィスプレイ（ＬＣＤ）７に表示データを出力する為のビデオＲＡＭを有するディスプレイ
コントローラ（ＬＣＤＣ）１０１と、サーマルヘッド９を駆動する為の駆動回路１０２と
、テープ送りモータ１０３を駆動する為の駆動回路１０４と、切断用モータ１０５を駆動
する為の駆動回路１０６とがそれぞれ接続されている。
【００６５】
　また、通信用Ｉ／Ｆ９７は、例えば、ＵＳＢ（UniversalSerial Bus）コネクタ１９等
から構成され、外部のコンピュータ装置とＵＳＢケーブルによって接続され、双方向デー
タ通信が可能になっている。
【００６６】
　よって、キーボード６の文字入力キー２を介して文字等が入力された場合、そのテキス
ト（文書データ）がテキストメモリ９５Ａに順次記憶されていくとともに、ドットパター
ン発生制御プログラム及び表示駆動制御プログラム等に基づいてキーボード６を介して入
力された文字等に対応するドットパターンが液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）７上に表示され
る。
【００６７】
　また、サーマルヘッド９は駆動回路１０２を介して駆動され、印刷バッファ９５Ｂに記
憶された印刷用ドットパターンデータの印刷を行い、これと同期してテープ送りモータ１
０３が駆動回路１０４を介して駆動制御され、インクリボン５２、フィルムテープ５１及
び両面粘着テープ５３の搬送が行われるものである。また、外部のコンピュータ装置から
通信用Ｉ／Ｆ９７を介して入力された印刷データをテキストメモリ９５Ａが順次記憶し、
ドットパターン発生制御プログラムに基づいて印刷バッファ９５Ｂに印刷用ドットパター
ンデータとして記憶されて、サーマルヘッド９を介してフィルムテープ５１に印刷される
。
【００６８】
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　次に、このように構成されたテープ印刷装置１のＣＰＵ９１によって実行される制御処
理であって、カセット収納部８に装着されたテープカセットの種類に対応して印刷テープ
の印刷枚数を制御する印刷制御処理について図１２に基づいて説明する。図１２はテープ
印刷装置１のＣＰＵ９１によって実行される制御処理であって、カセット収納部８に装着
されたテープカセットの種類に対応して印刷テープの印刷枚数を制御する印刷制御処理を
示すフローチャートである。
【００６９】
　図１２に示すように、先ず、ステップ（以下、Ｓと略記する）１１において、ＣＰＵ９
１は、カセット収納部８に装着されたテープカセットの種類を各カセットセンサＰ１～Ｐ
７を介して検出する。そして、ＣＰＵ９１は、セパレータ５３Ｄが剥離された粘着剤付き
印刷済みテープ２８が作成される剥離テープカセット２１等が装着されたと判定した場合
には、ＲＡＭ９５からカセットフラグを読み出して「オン」に設定後、再度ＲＡＭ９５に
記憶する。
【００７０】
　一方、セパレータ５３Ｄが貼着された粘着剤付き印刷済みテープが作成される通常テー
プカセット８１等が装着されたと判定した場合には、ＲＡＭ９５からカセットフラグを読
み出して「オフ」に設定後、再度ＲＡＭ９５に記憶する。尚、カセットフラグは、テープ
印刷装置１の起動時には、「オフ」に設定されてＲＡＭ９５に記憶されている。
【００７１】
　例えば、上記通り、各カセットセンサＰ１～Ｐ７から「０００１０００」の７ビットの
信号が入力された場合には、ＣＰＵ９１は、セパレータ５３Ｄが剥離された粘着剤付き印
刷済みテープ２８が作成される剥離テープカセット２１が装着されたと判定し、ＲＡＭ９
５からカセットフラグを読み出して「オン」に設定後、再度ＲＡＭ９５に記憶する。
【００７２】
　また、上記通り、各カセットセンサＰ１～Ｐ７から「００１１１００」の７ビットの信
号が入力された場合には、ＣＰＵ９１は、セパレータ５３Ｄが貼着された粘着剤付き印刷
済みテープ８５が作成される通常テープカセット８１が装着されたと判定し、ＲＡＭ９５
からカセットフラグを読み出して「オフ」に設定後、再度ＲＡＭ９５に記憶する。
【００７３】
　そして、Ｓ１２において、ＣＰＵ９１は、文字入力キー２等を介して入力された印刷デ
ータをテキストメモリ９５Ａに順次記憶すると共に、文字入力キー２等を介して入力され
た印刷枚数「Ｎ」をＲＡＭ９５に記憶する。
【００７４】
　続いて、Ｓ１３において、ＣＰＵ９１は、カセット収納部８に装着されたテープカセッ
トが、セパレータ５３Ｄが貼着された粘着剤付き印刷済みテープ８５が作成される通常テ
ープカセット８１等か否かを判定する判定処理を実行する。つまり、ＣＰＵ９１は、ＲＡ
Ｍ９５からカセットフラッグを読み出し、「オフ」に設定されているか否かを判定する判
定処理を実行する。
【００７５】
　そして、カセット収納部８に装着されたテープカセットが、セパレータ５３Ｄが貼着さ
れた粘着剤付き印刷済みテープ８５が作成される通常テープカセット８１等と判定された
場合、つまり、ＲＡＭ９５から読み出したカセットフラッグが「オフ」に設定されている
場合には（Ｓ１３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ９１は、Ｓ１４の処理に移行する。
【００７６】
　Ｓ１４において、ＣＰＵ９１は、印刷データをテキストメモリ９５Ａから読み出し、こ
の印刷データからドットパターン発生制御プログラムに基づいて印刷用ドットパターンデ
ータを生成して印刷バッファ９５Ｂに記憶する。そして、ＣＰＵ９１は、駆動回路１０２
を介してサーマルヘッド９を駆動して、印刷バッファ９５Ｂに記憶された印刷用ドットパ
ターンデータの印刷を行い、これと同期して駆動回路１０４を介してテープ送りモータ１
０３を駆動して、インクリボン５２、フィルムテープ５１及び両面粘着テープ５３の搬送
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制御を行う。
【００７７】
　続いて、Ｓ１５において、ＣＰＵ９１は、印刷バッファ９５Ｂに記憶される印刷用ドッ
トパターンデータをサーマルヘッド９を介して全部印刷したか否か、つまり、印刷が終了
したか否かを判定する判定処理を実行する。
　そして、印刷が終了していない場合には（Ｓ１５：ＮＯ）、ＣＰＵ９１は、再度Ｓ１４
以降の処理を実行する。
【００７８】
　一方、印刷が終了した場合には（Ｓ１５：ＹＥＳ）、ＣＰＵ９１は、Ｓ１６の処理に移
行する。Ｓ１６において、ＣＰＵ９１は、駆動回路１０２を介してサーマルヘッド９の駆
動を停止すると共に、駆動回路１０４を介してテープ送りモータ１０３を駆動して、セパ
レータ５３Ｄが貼着された粘着剤付き印刷済みテープ８５をカッタユニット３０による切
断位置まで搬送する。
【００７９】
　続いて、Ｓ１７において、ＣＰＵ９１は、セパレータ５３Ｄが貼着された粘着剤付き印
刷済みテープ８５をカッタユニット３０による切断位置まで搬送したか否かを判定する判
定処理を実行する。そして、セパレータ５３Ｄが貼着された粘着剤付き印刷済みテープ８
５をカッタユニット３０による切断位置まで搬送していないと判定した場合には（Ｓ１７
：ＮＯ）、ＣＰＵ９１は、再度Ｓ１６以降の処理を実行する。
【００８０】
　一方、セパレータ５３Ｄが貼着された粘着剤付き印刷済みテープ８５をカッタユニット
３０による切断位置まで搬送したと判定した場合には（Ｓ１７：ＹＥＳ）、ＣＰＵ９１は
、Ｓ１８の処理に移行する。Ｓ１８において、ＣＰＵ９１は、駆動回路１０４を介してテ
ープ送りモータ１０３を停止すると共に、駆動回路１０６を介して切断用モータ１０５を
駆動して可動刃３０Ｂを作動させることによって、セパレータ５３Ｄが貼着された粘着剤
付き印刷済みテープ８５を所定長さに切断して、ラベル排出口１７より排出する。
【００８１】
　そして、Ｓ１９において、ＣＰＵ９１は、ＲＡＭ９５から印刷枚数「Ｎ」を読み出し、
この印刷枚数「Ｎ」を「１」減算して、再度ＲＡＭ９５に記憶する。
　続いて、Ｓ２０において、ＣＰＵ９１は、ＲＡＭ９５から印刷枚数「Ｎ」を再度読み出
し、この印刷枚数「Ｎ」が「０」か否かを判定する判定処理を実行する。そして、印刷枚
数「Ｎ」が「０」でない場合には（Ｓ２０：ＮＯ）、ＣＰＵ９１は、再度Ｓ１４以降の処
理を実行する。
　一方、印刷枚数「Ｎ」が「０」の場合には（Ｓ２０：ＹＥＳ）、ＣＰＵ９１は、当該処
理を終了する。
【００８２】
　他方、上記Ｓ１３で、カセット収納部８に装着されたテープカセットが、セパレータ５
３Ｄが剥離された粘着剤付き印刷済みテープ２８が作成される剥離テープカセット２１等
と判定された場合、つまり、ＲＡＭ９５から読み出したカセットフラッグが「オン」に設
定されている場合には（Ｓ１３：ＮＯ）、ＣＰＵ９１は、Ｓ２１の処理に移行する。
【００８３】
　Ｓ２１において、ＣＰＵ９１は、ＲＡＭ９５から印刷枚数「Ｎ」を読み出し、この印刷
枚数「Ｎ」が「１」より大きいか否か、つまり、印刷枚数が２枚以上か否かを判定する判
定処理を実行する。
　そして、印刷枚数「Ｎ」が「１」より大きい場合、つまり、印刷枚数が２枚以上の場合
には（Ｓ２１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ９１は、Ｓ２２の処理に移行する。Ｓ２２において、Ｃ
ＰＵ４１は、ＲＡＭ９５から印刷枚数「Ｎ」を再度読み出し、この印刷枚数「Ｎ」に「１
」を代入してＲＡＭ９５に記憶する。
【００８４】
　続いて、Ｓ２３において、ＣＰＵ９１は、１枚だけ印刷する旨を液晶ディスプレイ７に



(14) JP 2010-99884 A 2010.5.6

10

20

30

40

50

表示後、Ｓ１４以降の処理を実行する。例えば、ＣＰＵ９１は、液晶ディスプレイ７に「
１枚だけ印刷します」と表示後、Ｓ１４の処理に移行する。
　一方、上記Ｓ２１で印刷枚数「Ｎ」が「１」の場合、つまり、印刷枚数が１枚の場合に
は（Ｓ２１：ＮＯ）、ＣＰＵ９１は、Ｓ１４の処理に移行する。
【００８５】
　そして、ＣＰＵ９１は、Ｓ１４～Ｓ２０の処理を実行して、セパレータ５３Ｄが剥離さ
れた粘着剤付き印刷済みテープ２８を所定長さに切断してラベル排出口１７より排出後、
当該処理を終了する。つまり、ＣＰＵ９１は、セパレータ５３Ｄが剥離された所定長さの
粘着剤付き印刷済みテープ２８を１枚だけラベル排出口１７より排出後、テープ印刷を終
了する。
【００８６】
　ここで、テープ駆動ローラ軸１４、テープ送りローラ６３及びテープサブローラ１１、
テープ送りモータ１０３、駆動回路１０４は、テープ搬送手段の一例を構成する。また、
サーマルヘッド９、駆動回路１０２及びプラテンローラ１０は、印刷手段の一例を構成す
る。また、カッタユニット３０、切断用モータ１０５、駆動回路１０６は、切断手段の一
例を構成する。ＣＰＵ９１は、印刷情報取得手段、種類判定手段、印刷制御手段、枚数判
定手段の一例として機能する。また、各カセットセンサＰ１～Ｐ７は、種類検出手段の一
例として機能する。また、剥離テープカセット２１は、剥離テープカセットの一例として
機能する。また、通常テープカセット８１は、通常テープカセットの一例として機能する
。また、液晶ディスプレイ７は、報知手段の一例として機能する。
【００８７】
　従って、本実施形態に係るテープ印刷装置１では、ＣＰＵ９１は、カセット収納部８に
装着されたテープカセットの種類が、セパレータ５３Ｄが剥離された粘着剤付き印刷済み
テープ２８が作成される剥離テープカセット２１であると判定した場合には、セパレータ
５３Ｄが剥離された所定長さの粘着剤付き印刷済みテープ２８を１枚だけラベル排出口１
７より排出後、テープ印刷を終了する。
【００８８】
　これにより、剥離テープカセット２１をカセット収納部８に装着した場合には、キーボ
ード６を介して印刷データを複数枚印刷するように設定しても、１枚だけ印刷して切断位
置まで搬送して、所定長さに切断した後、フィルムテープ５１への印刷が終了する。この
ため、セパレータ５３Ｄが剥離された粘着剤付き印刷済みテープ２８が剥離テープカセッ
ト２１から排出されても、テープ印刷装置１のラベル排出口１７付近にセパレータ５３Ｄ
が剥離された所定長さの粘着剤付き印刷済みテープ２８が、複数枚重なって貼り付くこと
を防止することが可能となる。
【００８９】
　また、剥離テープカセット２１をカセット収納部８に装着した場合には、両面粘着テー
プ５３は、テープ送りローラ６３とテープサブローラ１１とによって、フィルムテープ５
１の印刷された一方の面に圧着された後、セパレータ５３Ｄが剥離された状態で搬送され
ることとなる。これにより、所定長さに切断された印刷済みテープ２８を商品等に貼り付
ける際に、セパレータ５３Ｄを剥がす手間を省くことができる。
【００９０】
　また、剥離テープカセット２１をカセット収納部８に装着した場合には、１枚だけセパ
レータ５３Ｄが剥離された粘着剤付き印刷済みテープ２８が作成された後、カッタユニッ
ト３０を介して自動的に切断されるため、セパレータ５３Ｄが剥離された所定長さの粘着
剤付き印刷済みテープ２８を容易に作成することができる。
【００９１】
　また、剥離テープカセット２１をカセット収納部８に装着して印刷枚数を２枚以上設定
した場合には、１枚だけ印刷する旨が液晶ディスプレイ７に表示されるため、ユーザは、
再度印刷データを設定して印刷しなければならないことを容易に認識することが可能とな
る。
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【００９２】
　更に、セパレータ５３Ｄが貼着された粘着剤付き印刷済みテープ８５が作成される通常
テープカセット８１をカセット収納部に装着した場合には、ユーザが設定した印刷枚数だ
け連続印刷して、複数枚のセパレータ５３Ｄが貼着された所定長さの粘着剤付き印刷済み
テープ８５を連続して作成することができる。
【００９３】
　尚、本発明は前記実施形態に限定されることはなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内
で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。例えば、以下のようにしてもよい。
【００９４】
　（Ａ）ラベル排出口１７に印刷済みテープ８５を検出する反射型光センサ等により構成
された検出装置を設けてもよい。そして、ＣＰＵ９１は、剥離テープカセット２１がカセ
ット収納部８に装着されて複数枚印刷する場合には、ラベル排出口１７から排出された印
刷済みテープ２８が取り出されたことを検出する毎に、印刷枚数に達するまで次の印刷済
みテープ２８を作成するようにしてもよい。
【００９５】
　（Ｂ）ラベル排出口１７に焦電型赤外線センサ等により構成された人の手を検出する検
出装置を設けてもよい。そして、ＣＰＵ９１は、剥離テープカセット２１がカセット収納
部８に装着されて複数枚印刷する場合には、ラベル排出口１７に印刷済みテープ２８を排
出後、ラベル排出口１７に人の手を検出すると、排出された印刷済みテープ２８が取り出
されたと判定して、印刷枚数に達するまで次の印刷済みテープ２８を作成するようにして
もよい。
【００９６】
　（Ｃ）ＣＰＵ９１は、剥離テープカセット２１がカセット収納部８に装着された場合に
は、前回入力した印刷データを印刷バッファ９５Ｂに記憶しておき、ラベル排出口１７に
印刷済みテープ２８を排出後、印刷キー３が押下されると、前回入力した印刷データをフ
ィルムテープ５１に印刷して、再度、印刷済みテープ２８を１枚だけ作成するようにして
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本実施形態に係るテープ印刷装置の平面図である。
【図２】テープ印刷装置の右側面図である。
【図３】テープ印刷装置のカセット収納部に剥離テープカセットを装着する状態を示す要
部拡大斜視図である。
【図４】テープ印刷装置のカセット収納部に剥離テープカセットを装着した状態でテープ
カセットの上ケースを取り外した場合の要部拡大平面図である。
【図５】図４のテープ排出口の周囲を拡大した要部拡大図である。
【図６】図５のテープ排出口のＸ１矢視図である。
【図７】両面粘着テープをフィルムテープへ圧着後、セパレータが剥離される状態を模式
的に示す図である。
【図８】テープ印刷装置のカセット収納部に通常テープカセットを装着した状態でテープ
カセットの上ケースを取り外した場合の要部拡大平面図である。
【図９】図８のテープ排出口の周囲を拡大した要部拡大図である。
【図１０】図９のテープ排出口のＸ２矢視図である。
【図１１】テープ印刷装置の要部の回路構成を示す回路ブロック図である。
【図１２】テープ印刷装置のＣＰＵによって実行される制御処理であって、カセット収納
部に装着されたテープカセットの種類に対応して印刷テープの印刷枚数を制御する印刷制
御処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９８】
　１　　　テープ印刷装置
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　６　　　キーボード
　７　　　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）
　１７　　　ラベル排出口
　２１　　　剥離テープカセット
　２５Ａ～２５Ｇ　　　カセット判別孔
　２７、８３　　　テープ排出口
　２８、８５　　　印刷済みテープ
　３０　　　カッタユニット
　５１　　　フィルムテープ
　５２　　　インクリボン
　５３　　　両面粘着テープ
　５３Ｄ　　セパレータ
　５４　　　テープスプール
　５５　　　リボンスプール
　５６　　　両面粘着スプール
　６１　　　リボン巻き取りスプール
　６２　　　セパレータ巻き取りスプール
　６３　　　テープ送りローラ
　６５　　　接触コロ
　８１　　　通常テープカセット
　９１　　　ＣＰＵ
　９３　　　ＲＯＭ
　９５　　　ＲＡＭ
　１０３　　　テープ送りモータ
　１０５　　　切断用モータ
　Ｐ１～Ｐ７　　　カセットセンサ
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